
令
和
七
年
度
納
税
表
彰
式
が

令
和
七
年
十
一
月
十
三
日
（
木
）

館
山
市
『
夕
日
海
岸
昇
鶴
』
に

お
い
て
税
務
署
主
催
、
青
色
申

告
会
他
関
係
団
体
後
援
で
多
数

の
ご
来
賓
並
び
に
受
賞
者
を
お

招
き
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

多
年
に
わ
た
る
申
告
納
税
制
度

の
普
及
及
び
発
展
に
努
め
た
功

績
が
認
め
ら
れ
た
青
色
申
告
会

の
役
員
に
長
峰
館
山
税
務
署
長

よ
り
次
の
と
お
り
表
彰
状
と
感

謝
状
が
贈
呈
さ
れ
た
。

今
年
度
の
受
賞
者
は
次
の
方
々

で
す
。

◇
館
山
税
務
署
長
表
彰
状

理

事

金
井

澄
男

氏

（
丸
山
支
部
）

◇
館
山
税
務
署
長
感
謝
状

常
任
理
事

杉
田

恒
雄

氏

（
那
古
船
形
支
部
）

◇
館
山
税
務
署
長
感
謝
状

常
任
理
事

永
井

洋

氏

（
長
狭
支
部
）

◇
館
山
税
務
署
長
感
謝
状

理

事

石
井

義
雄

氏

（
館
山
第
二
支
部
）

◇
館
山
税
務
署
長
感
謝
状

理

事

庄
司

正

氏

（
那
古
船
形
支
部
）

ま
た
、
小
学
生
の
皆
さ
ん
に

は
税
に
関
す
る
書
写
作
品
、
中

学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
税
に
つ

い
て
の
作
文
に
対
し
て
表
彰
さ

れ
た
。

左
の
写
真
は
、
館
山
税
務
署
長

表
彰
状
並
び
に
感
謝
状
の
受
賞

者
で
す
。

右
か
ら
金
井
澄
男
氏
、
杉
田
恒

雄
氏
、
永
井
洋
氏
、
石
井
義
雄

氏
、
庄
司
正
氏
を
掲
載
致
し
ま

し
た
。

☆
東
京
国
税
局
長
表
彰
受
彰

十
一
月
六
日
㈭
東
京
・
浜
離
宮

朝
日
ホ
ー
ル
・
小
ホ
ー
ル
に
て

東
京
国
税
局
長
納
税
表
彰
式
が

挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

団
体
の
活
動
を
通
じ
て
納
税

道
義
の
高
揚
に
功
績
の
あ
っ
た

一
般
社
団
法
人
館
山
青
色
申
告

会
副
会
長
・
吉
川
進
氏
（
富
浦

支
部
長
）
が
東
京
国
税
局
長
表

彰
を
受
彰
さ
れ
ま
し
た
。

☆
申
告
の
指
導
は
完
全
予
約
制

一
月
か
ら
の
源
泉
納
付
事
務

指
導
や
決
算
指
導
は
、
今
年
も
、

前
年
同
様
の
完
全
予
約
制
で
実

施
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

会
員
の
皆
様
の
指
導
時
間
は
、

源
泉
指
導
時
間
や
決
算
指
導
時

間
は
最
高
一
時
間
程
度
で
実
施

い
た
し
ま
す
。
大
変
ご
迷
惑
を

お
か
け
す
る
と
思
い
ま
す
が
、

青
色
申
告
会
も
早
め
に
指
導
日

時
・
会
場
を
ハ
ガ
キ
で
ご
連
絡

い
た
し
ま
す
の
で
、
連
絡
が
届

き
ま
し
た
ら
指
導
日
時
を
早
め
に

予
約
し
て
頂
き
予
約
し
た
日
時

に
お
い
で
下
さ
る
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
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一般社団法人館山青色申告会

〒２９４－００４５

館山市北条１４９１

（法青会館内）

☎０４７０－２２－１００５

FA０４７０－２３－６１００

令和７年11月30日 現在

会員数（２，０８６名）

☆令和７年分の確定申告を提出する時に必要となる
添付書類/マイナンバーカードの表裏の写しか通知カードと身
分証明書の写し（運転免許証、パスポートなど写真付きのものは

１種類、健康保険証や年金手帳や通帳など写真付きでないものは

２種類必要です。）

個人番号/青色専従者と扶養親族等の個人番号が必要となります。

☆決算指導時に必要なもの（不明な点は電話連絡で）☆
１．関係諸帳簿及び源泉徴収簿

２．前年以前の確定申告書並びに決算書控え

３．印鑑（不要）

４．下記の①と②の書類

①税務署から届いている確定申告のお知らせハガキ又は通知書

②控えの決算書に売上、仕入、必要経費等を鉛筆で本年の数字

を書き入れてご持参下さい。（控えの決算書がない方は送り

ますので必要な方は事前にご連絡下さい。）

５．医療費控除の明細書に記入するか領収書等をご持参ください。

６．国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の

支払金額

７．国民年金・国民年金基金の控除証明書

８．農業者年金の支払金額

９．小規模企業共済掛金証明書

10．生命保険料（一般・個人年金・介護医療）控除証明書

11．地震保険料掛金並びに長期損害保険料の控除証明書

12．ふるさと納税や寄付した団体等からの受領証等や政党等寄付

金特別控除の計算明細書

13．源泉徴収票（給与・年金収入のある人）

14．生命保険の満期による支払証明書や個人年金支払証明書

15．住宅借入金等特別控除（一定の要件に当てはまれば）

Ⅰ新築住宅の場合

①マイナンバーカード等の写し ②家屋の登記事項証明書

③請負・売買契約書の写しや領収書の写し等

④住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

Ⅱ中古住宅の場合（建築後使用されたことがある家屋の購入）

Ⅲ増改築等の場合（工事費用が１００万を超えるもの）

Ⅳ認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合

㊟家屋の取得や増改築の内容により必要な添付書類が異なります。

☆詳細は税務署でご確認下さい☆

☆電子申告ご利用の方は、マイナンバーカードとカード

の暗証番号が必要です。（市町村にご相談下さい。）

日 曜 指導地域 指導会場 日 曜 指導地域 指導会場

2 月 平群酪農 富山岩井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 16 月 鴨川一般 鴨川市役所7F会議室

〃 〃 鋸南酪農 鋸南町中央公民館 17 火 保田勝山一般 鋸南町中央公民館

3 火 船形一般 法青会館 18 水 和田一般酪農花卉 和田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

〃 〃 北条一般 法青会館 19 木 白浜一般 白浜ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

4 水 西岬館野花果樹 法青会館 〃 〃 館山一般 法青会館

5 木 神戸花卉 ＪＡ安房神戸支店 20 金 館山一般 法青会館

6 金 神戸野菜 ＪＡ安房神戸支店 〃 〃 南三原一般 和田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

〃 〃 館山一般 法青会館 21 土 太海一般 鴨川市江見公民館

7 土 丸山一般 丸山公民館 〃 〃 江見酪農花卉一般 鴨川市江見公民館

9 月 豊房一般 法青会館 23 月 館野九重一般 法青会館

10 火 西岬一般 法青会館 24 火 曽呂一般酪農 鴨川市曽呂公民館

〃 〃 館山酪農 法青会館 25 水 田原一般 鴨川市田原公民館

11 水 那古一般 法青会館 〃 〃 富山民宿 富山岩井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

〃 〃 館山一般 法青会館 26 木 東条一般 鴨川市役所7F会議室

12 木 鋸南花卉 鋸南町中央公民館 〃 〃 主基一般 鴨川市主基公民館

13 金 西条花卉一般 鴨川市西条公民館 27 金 天津一般 天津ふるさとシアター

〃 〃 大山一般 鴨川市大山公民館 28 土 吉尾一般 鴨川市吉尾公民館

14 土 三芳一般花卉 三芳農村環境改善ｾﾝﾀｰ 〃 〃 北条一般 法青会館

日 曜 指導地域 指導会場 日 曜 指導地域 指導会場

2 月 長須賀一般 法青会館 13 金 フリー 法青会館

〃 〃 北条一般 法青会館 14 土 フリー 法青会館

3 火 那古一般 法青会館 16 月 フリー 法青会館

4 水 鴨川一般 鴨川市役所7F会議室 17 火 消費税申告指導 法青会館

5 木 富浦一般 法青会館 18 水 消費税申告指導 法青会館

〃 〃 白浜一般 白浜ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 19 木 消費税申告指導 法青会館

6 金 小湊一般漁業 小湊・安房家旅館 23 月 消費税申告指導 法青会館

〃 〃 千倉一般 千倉保健センター 24 火 消費税申告指導 鋸南町中央公民館

7 土 千倉一般 千倉保健センター 25 水 消費税申告指導 法青会館

9 月 神戸富崎一般 法青会館 26 木 消費税申告指導 鴨川市役所7F会議室

10 火 東条一般 鴨川市役所7F会議室 27 金 消費税申告指導 千倉保健センター

〃 〃 北条一般 法青会館 30 月 消費税申告指導 鴨川市役所7F会議室

11 水 富山一般 富山岩井ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 31 火 消費税申告指導 法青会館

12 木 北条一般 法青会館

令和８年３月決算指導予定日（完全予約制）

令和８年２月決算指導日（完全予約制）

令和８年分決算指導予定日 （尚、都合により期日・会場等の変更がありますので、ご諒承ください。）
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第１９回会員研修旅行（草津温泉ホテル高松）

（八ッ場ダム、白糸の滝、草津温泉湯畑、渋沢栄一記念館）

女性部日帰り研修旅行（舞浜・劇団四季）

南房総市産業まつり（千倉漁港）


